
Ⅳ　施設別苦情総件数

件　　数 構成比（％）

4,949 100.0

3,044 61.5
　一般 （ 和 食 店 ） 270 5.5
　一般 （外国料理店） 230 4.6
　一般 （中華料理店） 260 5.3
　 一般 （ 食 堂 ） 220 4.4
　 一般 （ 焼 肉 店 ） 121 2.4
　 一般 （ 居 酒 屋 ） 500 10.1
　 一般 （ そ の 他 ） 657 13.3

21 0.4
159 3.2
53 1.1
51 1.0

174 3.5
156 3.2
100 2.0

0 0.0
72 1.5
14 0.3

234 4.7
2 0.0
4 0.1
5 0.1
9 0.2

16 0.3
2 0.0
4 0.1
7 0.1
0 0.0

14 0.3
9 0.2

30 0.6

10 0.2

24 0.5
15 0.3
16 0.3
91 1.8

145 2.9
453 9.2

行 商 15 0.3
行 商 2 0.0

143 2.9
7 0.1

31 0.6
40 0.8

189 3.8
374 7.6

注：飲食店営業「給食」は、許可を要しない集団給食を含む（以下同じ）。

臨 時 出 店 者
家 庭
そ の 他
不 明

豆 腐 製 造 業
め ん 類 製 造 業

喫 茶 店 営 業

乳 類 販 売 業
食 肉 販 売 業

乳 製 品 製 造 業
食 肉 処 理 業
食 肉 製 品 製 造 業
魚 肉 ね り 製 品 製 造 業
清 涼 飲 料 水 製 造 業

菓 子 製 造 業

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業
乳 処 理 業

あ ん 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

上 記 以 外 の 販 売 業
臨 時 営 業

そ う ざ い 製 造 業
食 品 衛 生 法 に お い て 許 可 を 要 す る
そ の 他 の 製 造 業
条 例 で 定 め る 許 可 を 要 す る 製 造 業
許 可 を 要 し な い 製 造 業

魚 介 類 販 売 業
食 料 品 等 販 売 業

（弁当等人力販売業）
（弁当等人力販売業以外）

施設分類

飲 食 店 営 業

そ う ざ い 店
給 食
天 ぷ ら 船 、 屋 形 船
そ の 他

合 計

旅 館 ・ ホ テ ル
す し 屋
そ ば 屋
仕 出 し 屋
弁 当 屋

小 計


